
 

教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について  

  

 川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第１項の規定に基づき教育長が臨時代理した事項について、 

同条第２項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

 

１ 臨時代理した事項 

（１）件  名 川崎市個人情報の保護に関する法律施行細則の一部を改正する規則の制定について 

（２）内  容 健康保険被保険者証の廃止に伴い、保有個人情報開示請求書等の開示請求者の本人確認書類項目から健康保険

被保険者証を削るもの 

（３）施行期日 令和７年１２月２日 

 

２ 臨時代理を行った日 

令和７年１１月２１日 

 

３ 臨時代理を行った理由 

健康保険被保険者証が廃止されることに伴い、令和７年１２月２日までに規則の規定を整備する必要があったため 

 
 
 
 

 

（参考）川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則 （昭和４１年川崎市教育委員会規則第１２号） 

（教育長の臨時代理）  

第３条 教育長は、緊急やむを得ない事情があるときは、前条第１項各号に掲げる事項について、臨時にこれを代理することができる。  

２ 教育長は、前項の規定により、臨時に事務を代理したときは、直近の教育委員会会議に報告し、委員会の承認を受けなければならない。 
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報告事項No.２



川崎市個人情報の保護に関する法律施行細則の一部を改正する規則 

川崎市個人情報の保護に関する法律施行細則（令和５年川崎市教育委員会規

則第６号）の一部を次のように改正する。 

   第１号様式、第１２号様式及び第１９号様式中 

「□健康保険被保険者証」 

を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年１２月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

2



 

制 定 理 由 

 

健康保険被保険者証の廃止に伴い、保有個人情報開示請求書等の様式を改め

るため、この規則を制定するものである。 
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川崎市個人情報の保護に関する法律施行細則 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

第１条～第２４条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条～第２４条 略 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 
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